
【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局 河川部 河川計画課
〒540-8586 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 TEL：06-6942-1141（代表）

◯日 時：令和３年６月９日（水）13:00～15:40

◯場 所：オンラインでライブ配信（You Tube）

○講演者：姫路河川国道事務所、淀川河川事務所、

大阪府、電源開発株式会社、奈良県、

田原本町、兵庫県、摂津市、福井県、

福知山市、名張市、木津川市、

豊岡市立中筋小学校、

NPO法人ドラゴンリバー交流会、

NHK大阪拠点放送局

当日の発表及びサブプログラムにつきましては、下記より閲覧できます。

〇You Tube：https://youtu.be/Jy0hFDYwYes

〇サブプログラム 流域治水プロジェクト推進を担う技術及びその施工例：https://kyokai-kinki.jp/archives/992

－河川部河川計画課－

R3.6.9『近畿地方流域治水シンポジウム』を開催（web）
～流域治水プロジェクトのさまざまな事例を共有～

▲流域治水シンポジウム発表プログラム

▲NHK大阪拠点放送局

※シンポジウムでは、整備局のほか、自治体、企業、教育機関、

NPO,報道機関の各分野よりさまざまな事例紹介をいただきました。

〇流域治水シンポジウム開催概要について

あらゆる関係者による流域治水を推進するため、新たな機関の参画の促進や、流域治水の事
例について情報交換を行い、取り組みの横展開及び深化を図る事を目的にシンポジウムを開催
しました。

冒頭、流域治水の推進に向け、赤羽国土交通大臣からのメッセージを紹介し、『氾濫をでき
るだけ防ぐ・減らすための対策事例の紹介』、『被害対象を現象させるための対策事例の紹
介』、『被害の軽減、早期復旧・復興のための対策事例の紹介』の各分野における代表事例に
ついて、15機関より講演していただきました。また、サブプログラムとして流域治水プロジェ
クト推進を担う施工技術等14事例をHPで紹介しております。

赤羽国土交通大臣メッセージ

・これまで河川管理者単位で行ってきた治水
対策を国、都道府県、流域市町村、地元企業、
住民の方々などあらゆる関係者が協働して
ハード・ソフト両面にわたる対策を講じる
『流域治水』に転換します。

・流域治水の取り組みを進める過程において、
流域住民の皆様の行動様式や社会の様々な制
度の中に防災・減災・復興の視点を取り入れ
ることによって、真の意味での防災・減災が
主流となる社会を構築していきたいと思いま
すので、何卒ご協力よろしくお願いいたしま
す。

▲NPO法人ドラゴンリバー交流会

▲電源開発株式会社 ▲豊岡市立中筋小学校

https://youtu.be/Jy0hFDYwYes
https://kyokai-kinki.jp/archives/992

